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対
す
る
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弁
書 

一
に
つ
い
て 

関
東
天
然
瓦
斯
開
発
株
式
会
社
（
以
下
「
関
東
天
然
瓦
斯
」
と
い
う
。
）
が
大
多
喜
天
然
瓦
斯
株
式
会
社
（
以
下

「
大
多
喜
天
然
瓦
斯
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
ガ
ス
を
供
給
す
る
場
合
の
ガ
ス
の
料
金
そ
の
他
の
供
給
条
件
の
認
可

申
請
に
つ
い
て
は
、
大
多
喜
天
然
瓦
斯
の
供
給
す
る
ガ
ス
の
原
価
に
与
え
る
影
響
、
関
東
天
然
瓦
斯
の
諸
経
費

の
増
加
の
状
況
、
大
多
喜
天
然
瓦
斯
の
原
料
の
安
定
的
か
つ
効
率
的
な
確
保
の
必
要
性
等
に
つ
き
慎
重
に
検
討

の
上
当
該
申
請
に
係
る
供
給
条
件
を
認
可
し
た
も
の
で
あ
る
。 

な
お
、
今
回
の
関
東
天
然
瓦
斯
の
料
金
の
値
上
げ
は
、
大
多
喜
天
然
瓦
斯
の
供
給
す
る
ガ
ス
の
原
価
に
あ
る

程
度
の
影
響
を
与
え
る
も
の
と
考
え
て
い
た
。 



二
に
つ
い
て 

3 

御
指
摘
の
よ
う
な
大
口
需
要
家
に
対
す
る
特
別
供
給
条
件
は
、
現
状
に
お
い
て
は
、
個
別
に
設
定
す
る
こ

と
が
適
当
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
特
別
供
給
条
件
で
大
口
需
要
家
に
ガ
ス
を
供
給
す
る
こ
と
は
、
一
般
ガ
ス 

2 

関
東
天
然
瓦
斯
の
ガ
ス
の
料
金
に
つ
い
て
は
、
既
に
十
分
審
査
の
上
認
可
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
改
め
て

事
情
を
聴
取
す
る
こ
と
は
予
定
し
て
い
な
い
。 

1 

原
料
費
は
、
原
料
で
あ
る
ガ
ス
の
料
金
及
び
購
入
量
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
の
で
、
原
料
費
の
算
定
に
当 

た
つ
て
は
購
入
量
の
見
積
り
の
妥
当
性
に
つ
い
て
判
断
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
適
正
な

見
積
原
価
を
算
定
す
る
こ
と
と
な
る
。 

認
可
し
た
料
金
は
、
八
千
代
地
区
及
び
市
原
・
千
葉
地
区
に
つ
い
て
は
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
三
十
三 

円
、
茂
原
地
区
に
つ
い
て
は
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
二
十
三
円
で
あ
り
、
認
可
し
た
そ
の
他
の
供
給
条
件
の

事
項
は
、
ガ
ス
の
種
類
及
び
熱
量
、
供
給
量
、
供
給
期
間
等
で
あ
る
。 

四 

 



 

五 

事
業
者
の
設
備
の
効
率
的
使
用
に
寄
与
し
、
原
価
の
引
下
げ
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
ガ
ス
事
業
法
第

二
十
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
認
可
し
た
も
の
で
あ
る
。 

4 

特
別
供
給
条
件
に
つ
い
て
は
、
負
荷
率
、
作
業
時
間
、
最
低
責
任
使
用
量
率
等
を
勘
案
し
て
認
可
す
る
こ

と
と
し
て
い
る
が
、
日
立
製
作
所
茂
原
工
場
に
対
す
る
特
別
供
給
条
件
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
か
ら
み
て
妥

当
と
認
め
ら
れ
る
の
で
認
可
し
た
も
の
で
あ
る
。 

5 

大
多
喜
天
然
瓦
斯
に
関
す
る
御
指
摘
の
点
に
つ
い
て
は
、
既
に
改
善
さ
れ
た
も
の
と
聞
い
て
い
る
が
、
今

後
と
も
必
要
に
応
じ
所
要
の
指
導
を
し
て
ま
い
り
た
い
。 

右
答
弁
す
る
。 




